
 

第４期静岡県地域福祉支援計画の策定 

（静岡県健康福祉部福祉長寿局地域福祉課） 

１ 要旨 

少子高齢化の進行や地域のつながりの希薄化などから、多様化、複合化した地域の生活課題

に対応し、市町の地域福祉計画に基づく地域福祉を一層推進するため、「第４期静岡県地域福祉

支援計画」を策定する。（公表 令和３年３月を予定） 
 

２ 計画の概要 

計 画 の 

位置付け 

市町の地域福祉計画の達成に資するために、広域的見地から、市町の地域福祉の

支援に関する事項を一体的に定める計画(社会福祉法第108条) 

計画期間 令和３年～令和８年度（６年間）  ※３年で中間見直し 

基本理念 
個性や多様性を尊重し認め合い、一人ひとりが役割や生きがいを持って、地域を

共に創る共生の“ふじのくに”づくり 

基本目標 
一人ひとりが主体的に地域づくりに参画し、人と人、人と社会がつながる 

孤立しない地域共生社会 

 

３ 改正のポイント 

平成 30 年度及び令和３年度施行の改正社会福祉法を踏まえ、高齢者、障害者、児童などの

福祉に関し、共通して取り組むべき事項や市町の包括的支援体制構築の支援に係る事項等を盛

り込んだ。 

（１）施策の方向（大柱）を基本目標に合わせ、「Ⅰ福祉の人づくり」から「Ⅰ共生の意識づく

り」に見直した。 

（２）多様化、複合化する地域の生活課題や法改正等に対応するため、施策の基本方向（中柱）

を３本新設した。 

   ・新しい生活様式を踏まえた防災･防犯の地域づくりの推進 

   ・包括的な支援体制構築の推進 

   ・権利擁護の推進 

（３）個別施策の方向（小柱）を13本新設、７本拡充した。    

   ・幼少期からの福祉体験の推進 

   ・分野横断的な包括的相談支援体制構築の支援      など 

 

４ 施策の方向（大柱）とその概要            

                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅰ 共生の意識づくり 

Ⅲ 福祉の基盤づくり 

Ⅱ 共生の地域づくり 

・個性や多様性を尊重し、地域で共に⽀え合い、地域を共に創る「地
域共⽣」の意識の醸成を図る。 
・学校、家庭、地域等が連携して、地域で暮らす多様な⼈との触れ合
いや交流などの体験を通じ、幼少期からの福祉教育を推進する。 

・障害の有無や年齢などによって、「⽀える側」と「⽀えられる側」に固定せ
ず、誰もが役割や⽣きがいを持って、地域づくりに参加し、地域全体で
⼈と⼈とが⽀え合う仕組みを創る。 

・様々な⽣活課題の解決のため、福祉分野を超えて多分野との連携や
協働による地域づくりを推進する。 

・包括的な相談⽀援や参加⽀援、地域づくりに向けた⽀援などの⼀体的
な取組を推進し、市町の包括的⽀援体制の構築を図る。 

・福祉・介護⼈材の確保と福祉サービスの適正な利⽤の推進を図る。 

資料５ 



５ 策定経過等 

庁内外の組織等から広く意見聴取するとともに、他計画との整合性を図り策定した。 

＜策定組織等＞ 

外部組織 策定委員会（４回） 
高齢者、障害者、児童等の各分野の有識者や

地域福祉の実践者等 (17人) 

庁内組織 計画策定・推進本部（３回） 本部長:部長、関係局長等 (21人) 

・インターネットモニターアンケート 
令和元年11月実施  

県民（605人）に対する意識調査 

・地域福祉を考えるブロック 

会議（県内５地区） 

市町行政や市町社協と地域福祉に係る課題

や現状に係る意見交換 

※アンケート調査を併せて実施 

・地域懇談会の実施 

(県内３地区で実施） 

各地域におけるNPO法人、ボランティア団体等

から意見聴取 

県民意見 

・パブリックコメント ４人（延べ９件） 

 

＜スケジュール＞ 

 
静岡県地域福祉支援計画 

策定委員会 
静岡県地域福祉支援計画 

策定・推進本部 

８月 8/3 第１回(策定方針等)  

９月 9/4 第２回(骨子案の検討) 9/7 第１回（骨子案の提示） 

11月 11/17 第３回(素案の検討) 11/20 第２回（素案の検討） 

12月下旬～ 
Ｒ３.1月中旬 

パブリックコメント（12/25～１/20） 

２月 2/15 第４回(計画案の提示) 2/24 第３回（計画案の報告） 

３月 計 画 公 表 

 

６ 策定後の計画の進捗管理 

計画の進捗管理に当たっては、策定後も本計画について、調査、分析及び評価を行うよう努

め、必要に応じて、本計画を見直します。 

（１）数値目標等の管理 

毎年、数値目標等を基準に施策の成果や進捗状況を管理し、県ホームページに公表しま 

す。 

関連する各個別計画で定めた数値目標の達成や施策の推進については、それぞれの計画で

推進することを基本とし、毎年の進捗状況調査等において数値目標の内容に変更があったと

きはこれを見直します。 

（２）市町行政及び市町社会福祉協議会等への周知 

   毎年実施している地域福祉を考えるブロック会議において、本計画の施策の方向性等につ

いて説明し、周知します。その他、関係機関、団体等に対しても研修等の機会を通じて周知

を図ります。 

（３）中間見直しの実施 

   ３年で中間見直しを行い、実施状況の評価や法改正等により、計画内容の変更等が生じた

場合には改定します。 

 

 

 

 

 


